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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
化粧料組成物の全質量を１００質量部とする場合に、
質量平均分子量（Ｍｗ）が２００，０００乃至６００，０００の加水分解された小麦蛋白
質、加水分解された大麦蛋白質、加水分解された燕麦蛋白質及び加水分解された大豆蛋白
質からなる群より１種以上選択される植物蛋白質を１０乃至３０質量部；
疑似アルテロモナスアンタルクチカＮＦ３を０．０１乃至１０質量部；ならびに
グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、グルコン酸マグネシウム及びアスパラギン酸マグネシウ
ムからなる群より１種以上選択される有機金属化合物を０．０１乃至１０質量部
を含む皮膚タイトニング用化粧料組成物。
【請求項２】
前記組成物は保湿剤、キレート剤、防腐剤、軟化剤及び増粘剤からなる群より１種以上選
択される追加成分をさらに含む、請求項１に記載の皮膚タイトニング用化粧料組成物。
【請求項３】
前記化粧料組成物は化粧水、エッセンス、ローション、クリーム及びパックからなる群よ
り選択される剤形を有する、請求項１または２に記載の皮膚タイトニング用化粧料組成物
。
【請求項４】
請求項３に記載の化粧料組成物を皮膚タイトニングが要求される部位に塗布する段階を含
む、皮膚タイトニング方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は化粧料組成物及びこれを利用した化粧方法に関するものであって、より詳しく
は、皮膚に使用する場合に即時に収縮効果を得ることができるだけでなく、その効果を長
時間維持することができ、長期間使用する場合には皮膚保湿、コラーゲン及びエラスチン
合成などを誘導して皮膚改善効果に優れた皮膚収縮効果を示す皮膚タイトニング用化粧料
組成物及びこれを利用した皮膚タイトニング方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚老化は内因性老化（ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ ａｇｉｎｇ ｏｒ ｃｈｒｏｎｏｌｏｇｉ
ｃａｌ ａｇｉｎｇ）と外因性老化（ｅｘｔｒｉｎｓｉｃ ａｇｉｎｇ）に大別することが
できる。そのうち、内因性老化は組織学的に細胞外気質にエラスチンが減少し、エラスチ
ン繊維が分解される自然的衰退現象である。外因性老化は皮膚が太陽光などに反復的に露
出されたり（ｐｈｏｔｏ-ａｇｉｎｇ）、周辺環境の公害及びストレスなどによって皮膚
の外観または機能が変化する現象を意味する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ９８／４４９０４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　人間は１８才以上の年齢になると内因性老化が進められ、外因性老化の程度に応じてそ
の進行速度が速くなることもある。皮膚老化が進めば進むほど皮膚の弾力が次第に減少し
、特に顔の皮膚などの弾力性減少が激しくなり、顔の左右非対称性が益々多くなる。
【０００５】
　一般に皮膚老化を防止して弾力を向上させるために保湿またはシワ改善化粧料が使用さ
れている。しかし、今までの化粧料は皮膚老化の予防次元で使用されているだけで、短期
間内に弾力性向上または皮膚収縮に対する実質的な改善効果を得ることは難しい短所があ
った。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような従来技術の問題を考慮して、本発明の目的は、皮膚に使用する時に即時に収
縮効果を得ることができるだけでなく、その効果を長時間維持することができ、長期間使
用する時には皮膚保湿、コラーゲン及びエラスチン合成などを誘導して皮膚改善効果が優
れた皮膚タイトニング用化粧料組成物を提供することにある。
【０００７】
　本発明の他の目的は、前記組成物を利用した皮膚タイトニング方法を提供することにあ
る。
【０００８】
　前記目的を達成するために本発明は、質量平均分子量（Ｍｗ）が２００，０００乃至６
００，０００の加水分解された植物蛋白質（ｈｙｄｒｏｌｙｚｅｄ ｐｌａｎｔ ｐｒｏｔ
ｅｉｎ）１０乃至３０質量部;及び、糖蛋白質（ｇｌｙｃｏｐｒｏｔｅｉｎ）０．０１乃
至１０質量部を含む皮膚タイトニング用化粧料組成物を提供する。
【０００９】
　本発明によると、前記加水分解された植物蛋白質は加水分解された小麦蛋白質（ｈｙｄ
ｒｏｌｙｚｅｄ ｗｈｅａｔ ｐｒｏｔｅｉｎ）、加水分解された大麦蛋白質（ｈｙｄｒｏ
ｌｙｚｅｄ ｂａｒｌｅｙ ｐｒｏｔｅｉｎ）、加水分解された燕麦蛋白質（ｈｙｄｒｏｌ
ｙｚｅｄ ｏａｔ ｐｒｏｔｅｉｎ）及び加水分解された大豆蛋白質（ｈｙｄｒｏｌｙｚｅ
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ｄ ｓｏｙａ ｐｒｏｔｅｉｎ）からなる群より１種以上選択されるのが好ましい。
【００１０】
　本発明によると、前記糖蛋白質は疑似アルテロモナスアンタルクチカＮＦ３（Ｐｓｅｕ
ｄｏａｌｔｅｒｏｍｏｎａｓ Ａｎｔａｒｃｔｉｃａ ＮＦ３）であるのが好ましい。
【００１１】
　本発明によると、前記組成物はグルコン酸銅（ｃｏｐｐｅｒ ｇｌｕｃｏｎａｔｅ）、
グルコン酸亜鉛（ｚｉｎｃ ｇｌｕｃｏｎａｔｅ）、グルコン酸マグネシウム（ｍａｇｎ
ｅｓｉｕｍ ｇｌｕｃｏｎａｔｅ）及びアスパラギン酸マグネシウム（ｍａｇｎｅｓｉｕ
ｍ ａｓｐａｔａｔｅ）からなる群より１種以上選択される有機金属化合物０．０１乃至
１０質量部をさらに含むのが好ましい。
【００１２】
　　また、本発明は前記化粧料組成物を皮膚タイトニングが要求される部位に塗布する段
階を含む皮膚タイトニング方法を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による皮膚タイトニング用化粧料組成物は加水分解された植物蛋白質、糖蛋白質
及び有機金属化合物を最適の組成比で含むことによって、皮膚に使用する時、即時にスキ
ン収縮効果を得ることができるだけでなく、その効果を長時間維持することができ、長期
間使用した時には皮膚保湿、コラーゲン及びエラスチン合成などを誘導して皮膚改善効果
が優れた長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】時間経過に応じる単位面積当り“目立つ毛穴”（平均面積の毛穴）、“大きく開
かれた毛穴”（平均面積以上の毛穴）、及び“ブラックヘッド毛穴”（平均色相より暗い
毛穴）の増減率を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
【００１６】
　本発明者らは皮膚タイトニング用化粧料組成物について研究を繰り返す過程で、化粧料
組成物に加水分解された植物蛋白質及び糖蛋白質を適正組成比で添加する場合、即時的な
収縮効果を得ることができるだけでなく、その効果を長時間維持することができ、長期間
使用する場合には皮膚保湿、コラーゲン及びエラスチン合成などを誘導して皮膚改善効果
が優れていることを確認して、これに基づいて本発明を完成した。
【００１７】
　本発明による皮膚タイトニング用化粧料組成物は加水分解された植物蛋白質及び糖蛋白
質を含む。
【００１８】
　前記加水分解された植物蛋白質は一般に化粧料組成物に添加されて水分を供給する皮膚
コンディショニング剤として添加されたり、マスカラ、ヘアージェルなどのように毛髪に
弾力と体積感を与えるためのスタイリング剤として使用される。
【００１９】
　本発明の組成物において、前記加水分解された植物蛋白質は皮膚に即時的な収縮力を与
えると同時に、保護膜を形成して水分蒸発を防止する役割を果たす。
【００２０】
　前記加水分解された植物蛋白質は加水分解された小麦蛋白質、加水分解された大麦蛋白
質、加水分解された燕麦蛋白質及び加水分解された大豆蛋白質からなる群より１種以上選
択されるのが好ましく、そのうち加水分解された小麦蛋白質がさらに好ましい。
【００２１】
　前記加水分解された植物蛋白質は植物蛋白質を酵素を利用して通常の方法で加水分解し
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たもの、或いは市販の製品を使用することができる。
【００２２】
　前記加水分解された植物蛋白質は質量平均分子量（Ｍｗ）が２００，０００乃至６００
，０００であるのが好ましく、３００，０００乃至５００，０００であるのがさらに好ま
しく、５００，０００であるのが最も好ましい。つまり、最小限の皮膚タイトニング感（
ｓｋｉｎ-ｔｉｇｔｈｅｎｉｎｇ ｓｅｎｓａｔｉｏｎ）を得るために前記加水分解された
植物蛋白質の質量平均分子量は２００，０００以上であるのが好ましく、化粧料を使用す
る時に粘つき（ｓｔｉｃｋｙ）によって使用感が低下することを防止するために、質量平
均分子量が６００，０００以下であるのが好ましい。
【００２３】
　前記加水分解された植物蛋白質は化粧料組成物に１０乃至３０質量部で添加されるのが
好ましい。つまり、最小限の皮膚収縮力付与効果を得るために、前記加水分解された植物
蛋白質の含量は１０質量部以上であるのが好ましく、組成物の粘度が過剰に増加すること
を防止し、化粧料を使用する時に使用感が低下することを防止するために３０質量部以下
であるのが好ましい。
【００２４】
　本発明の組成物において、前記糖蛋白質は皮膚細胞の成長を促進して損傷した皮膚を回
復させる役割を果たす成分として、特に疑似アルテロモナスアンタルクチカＮＦ３である
のが好ましい。
【００２５】
　前記疑似アルテロモナスアンタルクチカＮＦ３は南極に自生する微生物である疑似アル
テロモナスアンタルクチカによって生成される糖蛋白質で、極限条件で自生するために自
ら分泌するものであり、前記糖蛋白質は皮膚乾燥を予防し、皮膚表皮層を保護効果が優れ
ていたものとして伝えられている。
【００２６】
　前記糖蛋白質の含量は本発明の組成物に要求される前記効果を考慮して決めることがで
き、好ましくは０．０１乃至１０質量部で含まれることが望ましい。
【００２７】
　本発明による化粧料組成物は前記のような加水分解された植物蛋白質及び糖蛋白質を前
記組成比で含むことによって、皮膚に使用する場合に各成分の上昇效果によって即時的な
弾力性付与効果を得ることができるだけでなく、その効果を長時間維持することができ、
長期間使用する場合には皮膚保湿、コラーゲン及びエラスチン合成などを誘導して皮膚改
善効果が優れた長所になる。
【００２８】
　また、本発明による皮膚タイトニング用化粧料組成物は有機金属化合物をさらに含むこ
とができる。
【００２９】
　前記有機金属化合物は皮膚の物質代謝を刺激してピルビン酸（ｐｙｒｕｖｉｃ ａｃｉ
ｄ）合成を促進させ、コラーゲン及びエラスチンなどの蛋白質合成を誘導する成分で、グ
ルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、グルコン酸マグネシウム及びアスパラギン酸マグネシウム
からなる群より１種以上選択されるのが好ましい。
【００３０】
　前記有機金属化合物の含量は本発明の組成物に要求される前記効果を考慮して決めるこ
とができ、好ましくは０．０１乃至１０質量部で含むことができる。
【００３１】
　また、本発明による化粧料組成物は保湿剤、キレート剤、防腐剤、軟化剤（ｅｍｏｌｌ
ｉｅｎｔ）及び粘増剤からなる群より１種以上選択される追加成分をさらに含むことがで
きる。
【００３２】
　前記添加剤は本発明が属する技術分野で公知である通常の成分をそれぞれ選択して、必
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ない。
【００３３】
　好ましくは、前記保湿剤はブチレングリコール、グリセリンからなる群より１種以上選
択されることができ、０．００１～１０．０質量部で含まれてもよい。また、前記キレー
ト剤としてはエチレンジアミン四酢酸（Ｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｄｉａｍｉｎｅ Ｔｅｔｒａ　
ａｃｅｔｉｃ Ａｃｉｄ、ＥＤＴＡ）を使用することができ、０．００１～０．２質量部
で含まれる。また、前記軟化剤は０．０１～０．１質量部で含まれ、前記増粘剤は０．０
１～１．０質量部で所望する剤形（固体、液体、気体、カプセル、注射、皮膚吸収など各
種形状、量）に合わせて含ませることができる。
【００３４】
本発明による化粧料組成物はこのような構成成分の含量比によって多様な剤形の化粧料と
して製造することができ、好ましくは化粧水、エッセンス、ローション、クリーム及びマ
スクパックからなる群より選択される剤形であり得る。
【００３５】
　一方、本発明は前記組成物を利用した皮膚タイトニング方法を提供する。
【００３６】
　好ましくは、前記皮膚タイトニング方法は皮膚タイトニングが要求される部位（例えば
、顔のほお、額、目じり（左目の左端、右目の右端）、鼻など）に質量平均分子量（Ｍｗ
）が２０万～６０万に加水分解された植物蛋白質１０～３０質量部;及び糖蛋白質０．０
１～１０質量部を含む皮膚タイトニング用化粧料組成物０．０１～１．０ｇを塗布する段
階を含む。
【００３７】
　前記段階を経ることによって、使用者は１乃至５分後に皮膚の当該部分に皮膚タイトニ
ング感（ｓｋｉｎ-ｔｉｇｔｈｅｎｉｎｇ ｓｅｎｓａｔｉｏｎ）を感じることができ、視
覚的にも皮膚が収縮することを確認することができる。
【００３８】
　以下、本発明の理解のために好ましい実施例を提示する。ただし、下記の実施例は本発
明をより具体的に説明するために過ぎず、本発明の範囲が下記の実施例によって限定され
るわけではない。
【実施例】
【００３９】
　実施例１乃至４
　下記表１に示す成分を混合して、それぞれエッセンス（実施例１）、ローション（実施
例２）、クリーム（実施例３）、パック（実施例４）剤形の化粧料組成物を製造した。
【００４０】
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【表１】

【００４１】
実施例５乃至１２（化粧水）
下記表２に示す成分を混合して化粧水剤形の化粧料組成物を製造した。
【００４２】
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【表２】

【００４３】
比較例１乃至８
下記表３に示す成分を混合して化粧水剤形の化粧料組成物を製造した。この時、各比較例
では加水分解された小麦蛋白質の質量平均分子量がそれぞれ１０万，５０万または７０万
であるものを選択して使用した。
【００４４】
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【表３】

【００４５】
　実験例１
　実施例５乃至１２及び比較例１乃至８の化粧料に対して皮膚収縮力付与効果を評価する
ために、下記のような官能評価を実施した。
【００４６】
　まず、２１乃至４０才に属する女性６４名を８名ずつ８個の群に分けて被実験対象者を
構成した。被実験対象者の顔を清潔に洗眼させた後、化粧料０．１～０．５ｇずつを顔の
ほお、額、目じり、鼻など安眠部位全体に均一に塗布した。これから８時間後に皮膚保湿
程度、皮膚タイトニング感（塗布後５分及び８時間経過）、皮膚刺激程度及び使用感を官
能評価し、その結果を下記の表４（実施例５乃至１２）及び表５（比較例１乃至８）に示
した。
【００４７】
　この時、感じられる効果が優れている場合には５点、全く効果が感じられない場合には
０点にして、それぞれ６段階に評価した（但し、皮膚刺激程度及び使用感は刺激がなかっ
たり使用感に優れた場合を０点、刺激が激しかったり使用感が悪い場合を５点で示した。
）。
【００４８】
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【表４】

【００４９】
【表５】

【００５０】
　前記表４及び５に示したように、実施例５乃至１２は塗布後５分経過した時に即刻的な
皮膚タイトニング感を得ることができるだけでなく、塗布後８時間が経過してもその効果
が維持されながら皮膚刺激がなく皮膚保湿程度が優れていた。それに比べて、比較例１乃
至８は加水分解された植物蛋白質の質量平均分子量が好ましい範囲を逸脱したり、糖蛋白
質を含まないことによって、皮膚タイトニング感、皮膚保湿程度及び使用感が低下するこ
とが明らかになった。たとえ、比較例５及び６は質量平均分子量が７０万である加水分解
された小麦蛋白質を添加することによって皮膚タイトニング感は良好であっても、使用す
る時に厚い膜感（密閉感）が感じられ、粘つき（ねばつき）が現れるなど、使用感が低下
することが明らかになった。
【００５１】
　実験例２
　実施例６、７、及び１０の化粧料に対して、時間経過に応じる“皮膚収縮の程度”を測
定した。
【００５２】
　この時、“皮膚収縮の程度”は単位面積当り毛穴数の増減率を測定することによって間
接的に確認した。つまり、単位面積当り毛穴数は一定値を示すが、化粧料塗布前に比べて
塗布後に毛穴数の増減率が増加したとすれば、皮膚が収縮して単位面積内に毛穴が集まっ
たことを意味する。
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【００５３】
　具体的に、実験例１の被実験対象者のうち１１名を選定して顔を清潔に洗眼させた後、
実施例６、７、１０の化粧料０．１～０．５ｇずつを顔のほお部分に均一に塗布し、時間
経過に応じた単位面積当り毛穴数増減率を測定した。
【００５４】
　使用された機器はロボスキンアナライザー（ＲＯＢＯ Ｓｋｉｎ Ａｎａｌｙｚｅｒ Ｃ
Ｓ５０、製造社:ＩＮＦＯＲＷＡＲＤ．ＩＮＣ．）であり、顔にＵＶ線を照射して顔前面
、左側面及び右側面に対してそれぞれ撮影して“目立つ毛穴”（平均面積の毛穴）、“大
きく開かれた毛穴”（平均面積以上の毛穴）及び“ブラックヘッド毛穴”（平均色より暗
い毛穴）に区分してその増減率を計算した。
【００５５】
　前記増減率は化粧料塗布前を基準（１００％）にして示し、下記の表６及び図１に被実
験対象者１１名に対する平均値を示した。
【００５６】

【表６】

【００５７】
　前記表６に示したように、実施例６、７及び１０の化粧料を塗布した後、単位面積当り
毛穴数の増減率は増加し、これに通じて本発明による化粧料組成物は時間経過に応じた皮
膚縮小効果が現れることが分かる。
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